
特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）収集運搬及び処分業務委託契約書 

 

【収集運搬・処分用】 

 

 

 

 

 

 

 排出事業者      福山地区消防組合       （以下「発注者」という。）と、 

  

 収集運搬・処分業者                 （以下「受注者」という。）は、 

 

 発注者の事業所が排出する産業廃棄物の収集運搬及び処分に関して、次のとおり処理委託 

契約を締結する。 

 

（委託業務） 

第１条 発注者は、産業廃棄物を処理するに当り、第３条に定める産業廃棄物の種類及び数 

量を第１２条に定める委託契約期間に限り、受注者にその収集運搬及び処分業務を委託す 

る。 

（許可証の写しの添付と許可の確認） 

第２条 受注者は、本契約を締結するに当り、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「 

廃棄物処理法」という。）に基づく本契約の業務に係る受注者の産業廃棄物収集運搬及び 

処分の両処理業の許可証の写し又は再生利用業の認定証の写しを本契約書に添付する。な 

お、受注者は、許可事項に変更があった場合は、その都度速やかにその旨を発注者に通知 

し、本契約書に変更した許可証又は認定証の写しを添付する。 

２ 発注者は、その許可証又は認定証の写しにより、次の項目及び第３条記載事項が有効で 

あることを確認する。 

(1) 収集運搬業 

ア 許可した都道府県又は政令市 

イ 事業の範囲（取扱う産業廃棄物の種類） 

ウ 許可番号 

エ 許可年月日と許可の有効年月日 

オ 積替及び保管場所の有無 

カ 積替及び保管場所の所在地及び面積並びに積替及び保管を行う産業廃棄物の種類 

キ 許可条件 

(2) 処分業及び再生利用業 

ア 許可した都道府県又は政令市 

イ 事業の範囲（処分方法ごとに取扱う産業廃棄物の種類） 

収入印紙 



ウ 許可番号 

エ 許可年月日と許可の有効年月日 

オ 事業の用に供する全ての施設（施設ごとに種類、設置場所、設置年月日、処理能力、 

設置許可年月日、許可番号） 

カ 許可条件 

（委託内容） 

第３条 発注者は、次の委託業務の内容に基づき、産業廃棄物の収集運搬及び処分を受注者 

に委託する。 

１ 委託する産業廃棄物に係る項目 

(1) 産業廃棄物の種類          感染性産業廃棄物  

(2) その数量              仕様書のとおり    

(3) その排出場所            仕様書のとおり    

２ 収集運搬及び処分に係る項目 

(1) その産業廃棄物の収集運搬及び処分料金        ／Ｌ（税抜き） 

(2) その産業廃棄物の運搬の最終目的地の所在地                      

(3) 中間処理産業廃棄物に係り、委託する産業廃棄物の処理が中間処理で中間処理産業廃

棄物が発生する場合 

ア その中間処理産業廃棄物の最終処分の場所の所在地 

                               

イ その最終処分の方法                    

ウ その最終処分に係る施設の処理能力             

３ 受注者の資格、能力に係る項目 

(1) 受注者の産業廃棄物収集運搬業の許可の事業の範囲（取扱う産業廃棄物の種類） 

      感染性産業廃棄物                             

(2) 受注者の産業廃棄物処分業の許可の事業の範囲（処分方法［取扱う産業廃棄物の種類］） 

            ［感染性産業廃棄物］         ［        ］ 

            ［        ］         ［        ］ 

(3) 積替及び保管の有無   （ 有    無 ） 

ア 積替及び保管場所の所在地                          



イ その場所に保管できる産業廃棄物の種類 

                                    

ウ 積替のための保管上限：                     

エ 産業廃棄物が廃棄物処理法施行令第 6 条第 1項第 3号イに規定する安定型産業廃棄 

物であるときは、積替・保管場所において他の産業廃棄物と混合することの許否 

（ 許   否 ） 

（特別管理産業廃棄物） 

第４条 委託する産業廃棄物が特別管理産業廃棄物の場合、発注者は、その特別管理産業廃 

棄物の種類、数量、性状、荷姿及び取扱う際の注意すべき事項を、あらかじめ文書で、受 

注者に通知するものとする。 

（産業廃棄物管理票） 

第５条 発注者は、受注者に産業廃棄物の処理を委託するときは、廃棄物処理法に定める産 

業廃棄物管理票を必ず交付するものとする。 

（業務完了報告） 

第６条 受注者は、発注者から受託した処理業務を完了したときは、遅滞なくそのことを発 

注者に報告しなければならない。ただし、受注者、産業廃棄物管理票の写しを発注者に送 

付することにより、業務完了報告に代えることができる。 

（処理料金） 

第７条 受注者は、受託業務が終了したときは、第３条に示す契約料金に基づき、収集運搬 

及び処分料金を発注者に請求することができる。 

２ 発注者は、産業廃棄物管理票の写しで処理を確認後、発注者の定める支払い方法に基づ 

き、受注者の請求する収集運搬及び処分料金を受注者に支払う。 

（情報の提供） 

第８条 発注者は、委託する産業廃棄物を適正に処理するため、その産業廃棄物についての 

必要な情報を第３条の必要情報欄に記入し、受注者に示さなければならない。ただし、発 

注者は、コンクリートがら、木くず等でその形状、性状等が社会的に認知されている産業 

廃棄物に関する情報提供については、特殊な場合を除き、受注者と協議してこれを省略す 

ることができる。 

（再委託の禁止） 

第９条 受注者は、発注者から受託した産業廃棄物の収集運搬業務又は処分業務を他人に再 

委託してはならない。 

ただし、受注者が、再委託する業者の収集運搬業又は処分業の許可証の写し又は再生利 

用業の認定証の写しを添えて、再委託する業務が収集運搬の場合には、再委託する産業廃 

棄物の種類と数量を、再委託する業務が処分の場合には、再委託する産業廃棄物の処分方 

法ごとの種類、数量及び処分施設の処理能力と所在地、並びに中間処理産業廃棄物が発生 

する場合には、その最終処分の場所の所在地、最終処分の方法、及び最終処分に係る施設 

の処理能力をあらかじめ発注者に通知し、発注者から書面による承諾を得て、廃棄物処理 



法の定める再委託基準に従い再委託する場合は、この限りではない。 

 

（機密保持） 

第１０条 発注者及び受注者は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者 

に漏洩してはならない。公表する必要がある場合は、相手方の文書による許諾を必要とす 

るものとする。 

（契約の解除） 

第１１条 発注者及び受注者は、相手方が本契約の条項のいずれか又は関係法令の規定に違 

反したときは、本契約を解除することができる。 

２ 前項の規定により本契約を解除する場合であっても、本契約に基づき発注者から引き渡 

しを受けた産業廃棄物の処分を受注者が完了していないときは、発注者及び受注者は、そ 

の産業廃棄物を両者の責任で処理した後でなければ、本契約を解除できない。 

（契約期間） 

第１２条 本契約は、２０２４年（令和６年）４月１日から２０２５年（令和７年）３月３１

日までとする。 

（協議） 

第１３条 本契約に定めのない事項並びに本契約の各条項に関する疑義が生じたときは、そ 

の都度発注者及び受注者が誠意をもって協議のうえ、これを決定するものとする。 

 

 

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、発注者、受注者記名押印の上、各自そ

の１通を保有するものとする。 

 

 

   ２０２４年（令和６年）４月１日 

 

 

               住    所  福山市沖野上町五丁目１３番８号 

発注者  商号又は名称  福山地区消防組合 

              名    前  管理者 枝 広 直 幹    印 

 

 

 

               住    所 

受注者  商号又は名称 

               名    前                 印 

 



 

 
（総 則） 
第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、仕様書等（別添の仕様書、図面、業
務に関する説明書及びこれに対する質問回答書をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（こ
の約款及び仕様書等を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受注者は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以下「履行期間」という。）内
に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。 

３ 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議
がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 

４ この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 
５ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 
６ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 
７ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計
量法（平成４年法律第５１号）に定めるものとする。 

８ この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明治３２年法
律第４８号）の定めるところによるものとする。 

９ この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 
１０ この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所
とする。 

（個人情報保護） 
第２条 受注者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）をはじめとする個人情報保護に関する法
令等を遵守しなければならない。 

２ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た個人情報の内容を他の目的に使用し、又は第三者に開示・漏えいして
はならない。この契約完了後又は契約解除後も同様とする。 

３ 個人情報の保護に関する法律に違反する行為があったときは、罰則が適用される場合がある。 
（秘密の保持） 
第３条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。 
（資料又はデ－タ等の複写及び複製の確認） 
第４条 受注者は、業務に係る資料又はデ－タ等を複写若しくは複製する必要があるときは、あらかじめ、発注者にそ
の確認を求めるものとする。 

２ 受注者は、この契約の終了後に、前項に規定する資料又はデータ等を廃棄するものとし、廃棄に際しては、第三者
の利用に供されることのないよう厳重な注意をもって処分しなければならない。 

（権利義務の譲渡等） 
第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あら
かじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、成果物（未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。）を第三者に譲渡し、貸与し、又
は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りではな
い。 

３ 受注者が業務の処理に関し必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、
受注者の業務委託料債権の譲渡について、第１項ただし書の承諾をしなければならない。 

４ 受注者は、前項の規定により、第１項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金を業
務の処理以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。 

（一括再委託等の禁止） 
第６条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が仕様書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又
は請け負わせてはならない。 

２ 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が仕様書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせ
てはならない。 

３ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なけ
ればならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、
この限りではない。 

４ 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項を記載し
た書面の提出を請求することができる。 

（特許権等の使用の責任） 
第７条 受注者は、業務の処理に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三
者の権利の対象となっている処理方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。た
だし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、
受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならな
い。 

（処理の立会い） 
第８条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の処理に発注者の職員を立ち会わせ、又は受注者の履行状況の報
告を求めることができるものとする。 

２ 前項の規定による立ち合い又は報告の結果、発注者は、この契約の目的物について必要があると認めるときは、受
注者に対して業務に関する指示を行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなけ
ればならない。 

（業務内容の変更等） 
第９条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、業務の内容を変更し、若しくはこれを一時中止し、
又はこれを打ち切ることができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注
者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。 

２ 前項の規定により業務委託料を変更する場合は、その変更すべき業務委託料は、発注者の当初設計金額に対する当
初業務委託料の割合を発注者の変更設計金額に乗じて得た額とする。 

３ 第１項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとし、その賠償額につい
ては、発注者と受注者とが協議してこれを定める。 

（履行期間の延長） 



 

 
第１０条 受注者は、その責めに帰することができない事由により履行期間内に業務を完了することができないことが
明らかとなったときは、遅滞なくその理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長を求めることができる。た
だし、その延長日数については、発注者と受注者とが協議してこれを定める。 

２ 前項の規定により履行期間を延長したときは、第２６条第５項の規定は適用しない。 
（事故発生時の報告） 
第１１条 受注者は、この契約の目的物の納入前に事故が発生したときは、直ちに発注者に対して口頭又は電話をもっ
て連絡するとともに、遅滞なくその状況を発注者に報告しなければならない。 

（損害のために必要を生じた経費の負担） 
第１２条 業務の処理に関し発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために必要を生じた経費は、受注者が
負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する場合は、その損害のために生じた経費は、発注者が
負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定める。 

（検査及び引渡し） 
第１３条 受注者は、業務の実施内容を毎月、報告しなければならない。 
２ 発注者は、前項の履行報告に基づき検査を行うものとする。 
３ 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の立ち合いを求め、前項に規定する検査を行うことができる。この
場合において、発注者は、検査を行う日時を事前に受注者に通知するものとする。 

４ 第２項の検査の結果不合格となり、当該目的物について発注者からその補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞
なく当該補正を行い、発注者に補正完了の通知をして再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日につ
いては第２項の規定を準用する。 

５ 第２項の検査及び前項の再検査に要する費用は、受注者の負担とする。 
（業務委託料の支払） 
第１４条 業務委託料は、実施した業務に対して毎月支払うものとする。 
２ 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、所定の様式による請求書を発注者に提出しなければならない。 
３ 発注者は、前項の請求があったときは、請求を受けた日から３０日以内に業務委託料を支払わなければならない。
（資料等の返還） 

第１５条 この契約の目的物の引渡しが完了したとき、又は契約を解除したときは、受注者は、業務の履行に用いたす
べての支給用品の残余、貸与品、資料等を速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が返還を不要
と認めたものについてはこの限りではない。 

（デ－タ又は記録媒体等の廃棄） 
第１６条 受注者は、業務終了後において、業務に関するデータ又はその記録媒体等の廃棄をするときは、あらかじめ、
発注者の承諾を得るものとし、廃棄に際しては、第三者の利用に供されることのないよう厳重な注意をもって処分し
なければならない。 

（契約不適合責任） 
第１７条 発注者は、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）であるとき
は、受注者に対し、その補修、代替物の引渡し、若しくは不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しく
は併せて損害賠償を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の指示により生じたものであるときは、こ
の限りではない。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異な
る方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、発注者がその不適合を知った時から１年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注
者は、同項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの際に契約不適合があることを知っていたとき、
又は契約不適合が受注者の故意若しくは重過失により生じたものであるときは、この限りではない。 

（発注者の任意解除権） 
第１８条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第２０条の規定によるほか、必要があるときは、この契約
を解除することができる。 

２ 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するもの
とし、その損害額については発注者と受注者とが協議してこれを定める。 

（発注者の催告による解除権） 
第１９条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期
間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行
がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 

 (1) 第５条第４項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。 
 (2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 
 (3) 履行期間内に業務を完了しないとき、又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにない

と認められるとき。 
 (4) 正当な理由なく、第１３条第４項の補正又は第１７条第１項の履行の追完がなされないとき。 
 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 
（発注者の催告によらない解除権） 
第２０条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 
 (1) 第５条第１項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 
 (2) 第５条第４項の規定に違反して譲渡により得た資金を業務の処理以外に使用したとき。 
 (3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 
 (4) 受注者が業務の履行を拒絶する意思を明確に表したとき。 
 (5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示

した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 
 (6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的

を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。 
 (7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達

するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 
 (8) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条
第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者に



 

 
業務委託料債権を譲渡したとき。 

 (9) 第２２条又は第２３条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 
 (10) 受注者（共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下この号から第１２号までにおいて同じ。）が次のいず

れかに該当するとき。 
ア 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場
合にはその法人の役員、その支店若しくは営業所（常時業務の委託契約を締結する事務所をいう。）を代表する
者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同じ。）が、暴力団員又は暴力団若しくは
暴力団員の関係者（以下「暴力団関係者」という。）であると認められるとき。 

イ 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与している
と認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と非難されるべき関係を有していると認め
られる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。 

ウ 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団若しくは暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与してい
ると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持
運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

エ 役員等が、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団関係者であることを知りながらこれを不当に利用するなどして
いると認められるとき。 

オ アからエまでのほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られるとき。 

カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該
者と契約を締結したと認められるとき。 

キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当することを知らずに、当該者と再委託契約その他の契約を締結した
と認められる場合において、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに
従わなかったとき。 

 (11) この契約に関し、受注者が次のいずれかに該当するとき。 
ア 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」
という。）第４９条に規定する排除措置命令（以下この号及び次号において単に「排除措置命令」という。）を
受け、当該排除措置命令が確定したとき。 

イ 受注者が、独占禁止法第６２条第１項に規定する納付命令（以下この号及び次号において単に「納付命令」と
いう。）を受け、当該納付命令が確定したとき。 

ウ 受注者（受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。）が、刑法（明治４０年法律第４５号）
第９６条の６若しくは第１９８条又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条第１項第１号の規定による
刑に処せられたとき。 

 (12) 排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、この契
約に関し受注者の独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定
したとき（前号ア及びイに規定する確定したときをいう。）。 

（発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 
第２１条 第１９条各号又は前条第１号から第１０号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものである
ときは、発注者は、前２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（受注者の催告による解除権） 
第２２条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履
行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契
約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 

（受注者の催告によらない解除権） 
第２３条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 

(1) 第９条第１項の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が３分の２以上減少したとき。 
(2) 第９条第１項の規定により業務の一時中止期間が履行期間の１０分の５（履行期間の１０分の５が６月を超える
ときは、６月）を超えたとき。 

（受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 
第２４条 第２２条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前
２条の規定による契約の解除をすることができない。 

（解除に伴う措置） 
第２５条 発注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、業務の出来形部分を検査の上、当該検査
に合格した部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する
業務委託料を受注者に支払わなければならない。 

２ 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の
規定に従って協議して決める。 

（発注者の損害賠償請求等） 
第２６条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求すること
ができる。 

 (1) 履行期間内に業務を完成することができないとき。 
 (2) この契約の目的物に契約不適合があるとき。 
 (3) 第１９条又は第２０条（第１１号及び第１２号を除く。）の規定により、業務の完了後にこの契約が解除された

とき。 
 (4) 第２０条第１１号及び第１２号の規定により、この契約が解除されたとき。 
 (5) 前４号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 
２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の１０分の１に相当する
額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 
(1) 第１９条又は第２０条（第１１号及び第１２号を除く。）の規定により、業務の完了前にこの契約が解除された
とき。 

(2) 業務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務に
ついて履行不能となったとき。 

３ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第２号に該当する場合とみなす。 



 

 
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第７５号）の規定により選
任された破産管財人 

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に
より選任された管財人 

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に
より選任された再生債務者等 

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合とみなされる場合を除
く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるとき
は、第１項及び第２項の規定は適用しない。 

５ 第１項第１号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料につき遅延日数に応じ、この
契約の入札を公告した日又は見積書を徴した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第
２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定した率（以下「支払遅延防止法の率」という。）で計算した
額とする。 

６ 第２項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契
約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 

（損害金の予定） 
第２７条 発注者は、第２０条第１１号及び第１２号の規定によりこの契約を解除することができる場合においては、
契約を解除するか否かにかかわらず、業務委託料の１０分の１に相当する金額の損害金を発注者が指定する期間内に
支払うよう受注者に請求するものとする。 

２ 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が同項に定める金額を超える場合において、発注者が当該超える金
額を併せて請求することを妨げるものではない。 

３ 前条第６項の規定は、前２項の規定による損害金の支払について準用する。 
４ 第１項及び第２項の規定は、第１３条第６項の規定により当該目的物の引渡しを受けた後も適用されるものとする。 
５ 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、かつ既に解散しているときは、発注者は、当該共同企業体の構
成員であったすべての者に対し、損害金の支払を請求することができる。この場合において、当該共同企業体の構成
員であった者は、連帯して損害金を支払う責任を負うものとする。 

（受注者の損害賠償請求等） 
第２８条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することが
できる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することがで
きない事由によるものであるときは、この限りではない。 

 (1) 第２２条又は第２３条の規定によりこの契約が解除されたとき。 
 (2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 
２ 第１４条第２項の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数
に応じ、支払遅延防止法の率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 

（賠償金等の徴収） 
第２９条 発注者は、この契約に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、発注者の支払うべき業務委託料その他
受注者に支払うべき債務とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。 

（その他の事項） 
第３０条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）収集運搬及び処分業務委託仕様書 

 

１ 委託名 

特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）収集運搬及び処分業務委託 

２ 委託目的 

  福山地区消防組合における、救急活動等で排出される産業廃棄物「廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）により特別管理産業廃棄物に指定されている感

染性廃棄物」の安全かつ適正な収集運搬及び処分業務の確保を目的とする。 

３ 委託場所 

  福山地区消防組合が指定する場所とする。詳細については、別表のとおりとする。 

４ 委託内容 

(1) 収集運搬は、月 1回の収集とし、収集時毎に次回使用する容器を収集場所に配付する。 

(2) 運搬車両は、特別管理産業廃棄物が飛散、流出及び悪臭が漏れるおそれのない構造を有す 

ること。 

(3) 排出容器は、プラスチック製メディカル容器５０リットルで密閉でき、損傷しにくいもの 

であること。 

(4) 年間排出量見込み 約４０，７００リットル（過去５年間の平均） 

 (5) 年間排出量実績（参考） 

     ２０１９年度 ３０，６５０リットル 

２０２０年度 ３３，３００リットル 

２０２１年度 ３９，０００リットル 

２０２２年度 ６２，２５０リットル 

２０２３年度 ３８，３００リットル（見込） 

 

５ 履行期間 

  ２０２４年（令和６年）４月１日から２０２５年（令和７年）３月３１日まで 

６ その他 

(1) 契約単価は１リットル当たりの単価とする。 

なお、単価には容器、収集運搬及び処理の費用を含むものとする。 

(2) 廃棄物の適正な処理については、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により管理すること。 

(3) 緊急時における関係者の連絡体制を明確にしておくこと。 

(4) 処分については、容器のまま焼却施設で焼却処理しなければならない。 

   なお、残さは埋め立て処理するものとする。 

(5) この仕様書に定めのない事項、又はこの仕様書について疑義が生じたときは、別途協議し 

決定する 

  



収集場所名 住所 

南消防署 福山市沖野上町五丁目１３番８号 

北消防署 福山市奈良津町二丁目１番１号 

北消防署駅家分署 福山市駅家町大字万能倉５６７番地４ 

東消防署 福山市引野町北四丁目２３番９号 

西消防署 福山市松永町三丁目２１番７７号 

芦品消防署 福山市新市町戸手７８０番地１０ 

深安消防署    福山市神辺町川北１４０２番地１ 

府中消防署 府中市府中町堤外１１９番地１ 

 



 

落札者の運搬許可証及び処分許可証を添付 


